
健康診断や健康相談などの費用負担は？                  ２０２０．４     

 健診又は医師等の費用 実施に要した時間の扱い 発生した交通費 

定期健康診断 

雇い入れ時の健康診断 

会社負担 労使で取り決める＊ 

 

労使で取り決める＊ 

 

特定業務従事者健康診断 会社負担 労使で取り決める＊ 労使で取り決める＊ 

特殊健康診断 

配置前健診 

会社負担 会社負担   会社負担 

定健後の精密検査 診療扱い（一部本人負担） 本人負担 本人負担 

定健後の労災二次健診 労災保険から支出（本人負担無し） 本人負担 本人負担 

定健後の保健指導 

安衛法６６条の７ 

会社負担 労使で取り決める＊ 

 

労使で取り決める＊ 

 

会社が準備した健康相談 

  安衛法１３条の３ 

会社負担 

長時間労働者の面接指導 会社負担 会社負担 会社負担 

高ストレス者の面接指導 会社負担 会社負担 会社負担 

ストレスチェック票の記入 ――――― 労使で取り決める＊ ―――― 

＊労使で取り決める場合、会社の円滑な事業運営や業務に起因する疾病の早期発見のためでもあるので会社負担が望ましい 

  


